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「熱中症対策に資する現場管理費補正」の運用について 

 

1 目   的 
 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係
る経費の現場管理費を補正する。 

 

2 対象工事等 
(1) 対象工事 

主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。 
ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。 

(2) 対象地域 
富山市の全ての地域を対象とする。 

 

3 用語の定義 
(1) 真夏日 

真夏日は次のどちらかとする。 
①  日最高気温が３０度以上の日をいう。 
②  WBGT（暑さ指数）が２５度以上の日。 

※夜間工事の場合は作業時間帯が①または②の日とする。 
※受注者が①または②を選択することができ、①及び②を併用する 
 ことは不可とする。 

(2) 工 期 
工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、 

不稼働日、後片付け期間の合計をいう。 
     なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期 

間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 
 

4 積算方法等 
(1) 真夏日率の算出 

受注者より提出された計測結果の資料を基に、以下の式により真夏日率を 
算出する。 

      
     真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期 
 

(2) 補正方法 
現場管理費の補正は、以下の式により補正値を算出し、現場管理費率に加算

する。なお、補正は変更契約において行うものとする。 
 
     補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２ 

 

 現場管理費  ＝ 対象純工事費 × ((現場管理費率 × 補正係数) ＋ 補正値) 
 
    ただし、補正値については「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の 

補正」及び「緊急工事の場合」と重複する場合においても、最高２％とする。 
 

5 既契約工事における変更 
(1) 受発注者協議 

本通達日以降に受発注者間で工事打合簿により本補正の適用を協議するも 
のとする。なお、発注者からの工事打合簿欄に「７特記仕様書への記載 (2) 

 既契約工事に変更で追加する場合」の内容を明記すること。 
 
 
 

別紙 事務取扱要領 
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(2) 気温の計測期間 
協議により「基準日」を定め、当該基準日から工期末までの期間のうち、 

真夏日にあたる日数を計測するものとする。 
     なお、計測方法等については、「６ 気温の計測方法等」に準じること。 

(3) 積算方法 
既契約工事における真夏日率の算出方法は、以下の式によるものとする。 
 

     真夏日率 ＝ 基準日から工期末まで真夏日 ÷ 工期 
 

    現場管理費の補正方法は、「４ 積算方法等」によるものとする。 

 

6 気温の計測方法等 
(1) 施工計画書への記載 

受注者が熱中症対策に資する現場管理費補正を希望する場合は、工事着手前 
（既契約工事は協議後）に受注者より提出される施工計画書に、工事期間中に 

おける気温の計測方法及び計測結果の方法を記載させるものとする。 
 

(2) 気温の計測方法   ※ 資料気象観測所一覧をご確認願います。 
 
①  気象庁の地上気象観測所の気温を用いる場合 

 
[気象庁 HP] http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture00.php 
 

・施工現場が平地(海抜高度２００ｍ未満の地域)に位置する場合は、 
最寄りの観測所の気温数値を確認する。 
 

・施工現場が山間部(海抜高度２００ｍ以上の地域)に位置する場合は、 
八尾地域気象観測所の気温数値を確認し、以下の算定式により補正を 
行うものとする。 

ただし、気温条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、 
     監督員と協議の上、補正方法を決定するものとする。 
 

【算定式】 
 補正後の気温(℃)＝気温(℃)－標高差(ｍ)×０．６÷１００ 
  
標高差(m)=工事現場の標高(ｍ)－１２４ (ｍ)（八尾地域気象観測所の標高）                 

 ＊補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。 
 
 ＜計算例＞施工現場の標高が２００ｍの場合、標高差は７６ｍである。 

７６ｍ×０．６÷１００＝０.４５６℃ 気温が３０℃ならば、 
補正後の気温は、２９．５℃ となる。 

 
 

②  環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いる場合 
 
[環境省ＨＰ] http://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php 

 施工現場が平地・山間部の位置に関わらず、最寄りの地点の暑さ指数 

(ＷＢＧＴ)を用いる。 

 
③   ①又は②による計測が難しい場合 

 
施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により
得られた計測結果を用いることも可とする。なお、計測に要する費用は受
注者の負担とするものとする。 
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(3) 計測結果の報告 
施工計画書に基づき、下記の内容を報告させるものとする。 
[工期、工期日数、真夏日日数、計測結果（気象庁または環境省の観測データ）] 
 

7 特記仕様書への記載 
 特記仕様書には以下の記載例を参考に、熱中症対策に資する現場管理費補正の対
象工事である旨等を明示することとする。 
 
(1) 当初から記載する場合 

 
 
＜記載例＞ 
 
 第○条 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 

(1)  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事である。 
試行対象工事は、「熱中症対策に資する現場管理費補正」の運用について
(通知)に基づくものとする。熱中症対策に資する現場管理費補正を希望
する場合は、受注者は施工計画書に工事期間中における気温の計測方法
及び計測結果の報告方法を記載するものとする。 
 

(2)  計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温ま
たは環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いるこ
とを標準とし、気象庁、環境省のデータは併用できないものとする。 
 ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象
庁の気温測定方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いるもの
とし、計測に要する費用は受注者の負担とする。 
  
 

(3)  対象期間は工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工
に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。 
 なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施してい
る期間、工事全体を一時休止している期間は含まない。 
 

(4)  施工計画書に基づき提出された計測結果をもとに対象期間内の真夏
日率に補正係数を乗じて補正値を算出し、現場管理費率に加算するもの
とする。 
 なお、真夏日とは日最高気温が３０度以上の日をいい、ＷＢＧＴ（暑
さ指数）を用いる場合は、WBGT が２５度以上となる日を真夏日と見なす。 
 
 
 真夏日率   ＝ 工事期間中の真夏日 ÷ 工期 

 補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２ 

 現場管理費  ＝ 対象純工事費 × ((現場管理費率 × 補正係数)  

＋ 補正値) 
 

               ただし、補正値については「積雪寒冷地で施工時期が冬期となる場
合の補正」及び「緊急工事の場合」と重複する場合においても、最高
２％とする。 
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(2) 既契約工事に変更で追加する場合 

 
 
＜記載例＞ 
 
 第○条 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事で 
  ある。試行対象工事は、「熱中症対策に資する現場管理費補正」の運用 

について(通知)に基づくものとする。熱中症対策に資する現場管理費 
補正を希望する場合は、受注者は変更施工計画書に工事期間中におけ 
る気温の計測方法及び計測結果の報告方法・基準日を記載し、監督員に 
報告するものとする。 

 
(2) 計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気 

温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用 
いることを標準とし、気象庁、環境省のデータは併用できないものと 
する。 

  ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気 
象庁の気温測定方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いる 
ものとし、計測に要する費用は受注者の負担とする。 
 

(3)  真夏日の計測期間は基準日から工事の終期までの期間とする。 
また、工期は工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、 

施工に必要な実施日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。 
なお、真夏日の計測期間及び工期には年末年始６日間、夏季休暇３日

間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時休止している期
間は含まない。 

 
(4) 変更施工計画書に基づき提出された計測結果をもとに対象期間内 

の真夏日率に補正係数を乗じて補正値を算出し、現場管理費率に加算 
するものとする。 

  なお、真夏日とは日最高気温が３０度以上の日をいい、WBGT（暑さ 
指数）を用いる場合は、ＷＢＧＴが２５度以上となる日を真夏日と見 
なす。 

  
真夏日率   ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期 

 補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２ 

 現場管理費  ＝ 対象純工事費 × ((現場管理費率 × 補正係数) 

 ＋ 補正値) 
 

               ただし、補正値については「積雪寒冷地で施工時期が冬期となる場
合の補正」及び「緊急工事の場合」と重複する場合においても、最高
２％とする。 

 
 
 
 
8 施工箇所点在工事への適用 

施工箇所点在型工事については、点在する箇所毎に補正を行うことができるもの
とする。 

 
9 その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合については、こ
れらによらないことができる。 



資　料



 

 

補 足 資 料 



○富山市内の気温観測可能な観測所一覧とWBGT公表観測地点

富山県内の気象観測所一覧

下新川郡朝日町南保町
魚津市六郎丸
氷見市七分一
高岡市伏木国府
富山市石坂2415
砺波市五郎丸
富山市秋ヶ島35
中新川郡上市東種
南砺市高宮
富山市八尾町樫尾

＜気象観測所位置図＞

富山県

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

朝日
魚津
氷見
伏木
富山
砺波

秋ヶ島
上市

南砺高宮
八尾

○
×
○
○
○

○
○
○
○
○

№ 県名 観測所名 所在弛 WBGTの観測

1 朝日

2 魚津

8 上市

5 富山

7 秋ヶ島

10 八尾

4 伏木

3 氷見

6 砺波

9 南砺高宮

参 考 資 料 ①



○手続きフローについて

熱中症対策に資する現場管理費補正の手続き手順は、下記の通りです。

（発注者）

（発注者）

工事打合せ簿

記載例①

（受注者）

＋

（受注者） （受注者）

記載例②

記載例③

（発注者） （発注者）

※ は発注者の手続き、 は受注者の手続きを示す。

＜受注者が本補正の適用を希望する場合＞

気温の計測方法及び
計測結果の報告方法を記載

した施工計画書の提出

対象工事の確認

　　工事打合せ簿で受注者に
　　本補正の適用を協議

備　考
　本通知日以降に設計書を作成する
  工事

令和〇年〇月〇日以降に設計書を作
成した工事で、特記仕様書に本補正の
記載が無い工事（令和〇年〇月〇日ま
でに完成した工事を除く）

対象工事の確認

  特記仕様書に対象工事
　である旨を記載

主たる工種が屋外作業である工
事が対象となります。
ただし、工場製作工を含む工事は
当該期間を工期から除きます。

発注段階

工期内

　　補正適用の希望の有無
　　を記載した承諾書の提出

＜受注者が本補正の適用を希望する場合＞

気温の計測方法及び
計測結果の報告方法を記載

した施工計画書の提出

報告書（計測結
果）

計測結果を工事打合せ簿で提出
　計測結果を工事打合せ簿で提
出

変更設計書作成
（真夏日率を算出し、

現場管理費の補正を行う）

変更設計書作成
（真夏日率を算出し、

現場管理費の補正を行う）

契約

施工

完成完成

参 考 資 料 ②



■ □

下記について

□ 指示 □ 承諾 ■ 協議 □ 通知 □ 受理 □ 了解 □ 提出 □ 報告 □ 届出

□ その他

します。

　（内容）

下記のとおり「熱中症対策に資する現場管理費補正」について協議します。

記

添付図 葉、 その他添付図書

□ ■

上記について

□ 指示 ■ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 □ 了解 □ 提出 □ 報告 □ 届出

□ その他

します。

 

課　　長 課長代理 係　　長 監督員 現場代理人
主任

（監理）
技術者

     

受注者 処理・回答　年月日 令和○○年○○月○○日

協議のあった「熱中症対策に資する現場管理費補正」について希望（承諾）

発議者 発注者 受注者 発議年月日 令和○○年○○月○○日

処理・回答 発注者

　本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事であり、熱中症対策に
資する現場管理費補正を希望する場合は、受注者は変更施工計画書に工事期間中にお
ける気温の計測方法及び計測結果の報告方法・基準日を記載し、監督職員に報告するも
のとする。

　計測方法は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公
表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
　ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法
に準拠した方法により得られた計測結果を用いるものとし、計測に要する費用は受注者の
負担とする。

　真夏日の計測期間は基準日から工事の終期までの期間とする。また、工期は工事の始
期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け
期間の合計をいう。
　なお、真夏日の計測期間及び工期には年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作の
みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含めない。

　変更施工計画に基づき提出された計測結果をもとに対象期間内の真夏日率に補正係
数を乗じて補正値を算出し、現場管理費率に加算するものとする。
　なお、真夏日とは日最高気温が３０度以上の日をいい、WBGTを用いる場合は、WBGT
が25℃以上となる日を真夏日とみなす。

(1)

(2)

(3)

(4)

工 事 打 合 せ 簿

工事名 ●●●●●●線道路改良工事

受注者 ○○建設株式会社

記 載 例 ①



□ ■

下記について

□ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 □ 了解 □ 提出 ■ 報告 □ 届出

□ その他

します。

　（内容）

熱中症対策に資する現場管理費補正について、下記のとおり報告します。

記

添付図 葉、 その他添付図書

■ □

上記について

□ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 ■ 受理 □ 了解 □ 提出 □ 報告 □ 届出

□ その他

します。

工　　　期　：　令和〇年〇月〇日　～　令和〇年〇月〇日

工期日数　：　○○日（年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、
　　　　　　　　 工事全体を一時中止している期間を除く）

　
工期期間中の真夏日（※）　：　○○日

計測結果　：　別添資料のとおり（気象庁または環境省の観測データを添付）

（※既契約工事は、基準日から工事の終期までの期間の真夏日の日数とする。）

工 事 打 合 せ 簿

工事名 ●●●●●●線道路改良工事

受注者 ○○建設株式会社

発議者 発注者 受注者 発議年月日 令和○○年○○月○○日

処理・回答 発注者 受注者 処理・回答　年月日 令和○○年○○月○○日

 

「熱中症対策に資する現場管理費補正」の報告について設計変更の対象と

課　　長 課長代理 係　　長 監督員 現場代理人
主任

（監理）
技術者

     

記 載 例 ②



別添資料（任意様式）

※
日

※年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

28日 真夏日 5日 真夏日 0日

（工事中止期間等） （真夏日計）

真夏日 10日 真夏日 26日

31 31 32.1 31

3 計 69日

27.7 31 31

30 28.9 30 33.2 30

真夏日

30.5 30

29 32.5 29 36.7 29 31.8 29 29

28 28.5 28 32.0 28 29.7 28 28

30

27 32.2 27 32.5 27 33.0 27 27

26 30.5 26 32.3 26 34.5 26 26

25 27.1 25 31.6 25 36.0 25 25

24 29.5 24 32.9 24 35.5 24 24

23 25.0 23 37.1 23 33.0 23 23

22 29.3 22 36.6 22 36.1 22 22

21 28.1 21 36.0 21 31.7 21 21

20 23.7 20 32.8 20 29.4 20 20

19 28.5 19 32.6 19 29.5 19 19

18 24.4 18 34.9 18 26.4 18 18

17 22.0 17 36.2 17 26.2 17 17

16 20.8 16 35.2 16 33.4 16 16

15 18.7 15 37.0 15 36.8 15 15

14 20.8 14 31.8 14 34.8 14 14

13 21.0 13 32.8 13 30.9 13 13

12 23.4 12 27.7 12 29.6 12 12

11 22.7 11 30.9 11 29.3 11 11

10 20.8 10 31.3 10 31.8 10 21.5 10

9 26.1 9 29.5 9 33.0 9 22.8 9

8 30.4 8 26.9 8 29.2 8 23.1 8

7 26.9 7 23.6 7 28.5 7 28.7 7

6 6 21.2 6 31.5 6 32.8 6

5 5 23.7 5 37.2 5 32.3 5

4 4 32.1 4 33.6 4 34.0 4

3 3 30.7 3 34.1 3 28.9 3

2 2 29.6 2 34.3 2 26.8 2

1 29.1 1 32.8 1 25.1 1

20ＸＸ 年

6 月 7 月 8 月 9 月 月

日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温

1

日最高気温（気象庁）［●●］

～ 令和 〇 年 〇 月

観測データ

気温計測結果報告書

工事名 ： ●●●●●●線道路改良工事

工事場所 ： 富山市 ●●●●●● 地内

工期 ： 令和 〇 年 〇 月 〇 日 〇 日

使用観測データ：

令和 〇 年 〇 月 〇 日

記 載 例 ③ － １

（様式）気温用



別添資料（任意様式）

※
日

※年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

21日 真夏日 14日 真夏日 0日

（工事中止期間等） （真夏日計）

真夏日 10日 真夏日 15日

31 31 29.5 31

3 計 60日

29.2 31 31

30 24.8 30 28.4 30

真夏日

30 23.3

29 25.4 29 26.2 29 29 22.1 29

28 28 26.4 28 31.4 28 22.1 28

30

27 27 27.4 27 30.4 27 27

26 24.4 26 26 30.5 26 26

25 24.7 25 25 31.2 25 25.0 25

24 27.1 24 25.4 24 27.7 24 25.2 24

23 25.1 23 24.0 23 23 25.6 23

22 23.5 22 28.1 22 30.3 22 22.8 22

21 21 30.2 21 31.1 21 22.5 21

20 22.1 20 31.0 20 32.4 20 20

19 21.8 19 19 29.6 19 24.2 19

18 22.6 18 25.6 18 29.9 18 21.6 18

17 22.7 17 24.7 17 28.7 17 27.3 17

16 28.6 16 24.0 16 16 25.9 16

15 25.0 15 22.6 15 15 23.8 15

14 14 25.1 14 14 22.9 14

13 13 21.5 13 13 13

12 24.4 12 12 31.9 12 12

11 23.4 11 11 33.1 11 28.4 11

10 26.3 10 25.8 10 30.9 10 25.9 10

9 27.1 9 26.0 9 9 27.4 9

8 22.9 8 25.5 8 8 30.5 8

7 7 26.4 7 26.2 7 26.9 7

6 22.1 6 23.4 6 31.4 6 6

5 27.0 5 5 30.6 5 30.4 5

4 27.2 4 22.3 4 29.9 4 24.8 4

3 23.6 3 23.7 3 29.0 3 28.8 3

2 25.5 2 23.8 2 2 32.0 2

24.2 1 23.8 1 29.3 1 30.0 1

2020 年

6 月 7 月 8 月 9 月 月

日 暑さ指数 日 暑さ指数 日 暑さ指数 日 暑さ指数 日 暑さ指数

1

～ 令和 〇 年 〇 月

観測データ

WBGT（環境省）［富山］）

気温計測結果報告書

工事名 ： ●●●●●●線道路改良工事

工事場所 ： 富山市 ●●●●●● 地内

工期 ： 令和 〇 年 〇 月 〇 日 〇 日

使用観測データ：

令和 〇 年 〇 月 〇 日

記 載 例 ③ － ２

様式(WBGT用)



①気温で計測（方法①）

1 気象庁HPの各種データ・資料＞「過去の気象データ・ダウンロード」へ

URL： https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php

2 地点を選ぶ（①地点を選ぶ → ②富山県 → ③該当の「地点」を選択）

気温の計測（確認・出力）方法［気温、WBGT（暑さ指数）］

①

②

③

※選択した地点が「施工現場の最寄り地点」か確認

気温で計測（方法①）

（ ５ ）



3 項目を選ぶ（④項目を選ぶ → ⑤日別値 → ⑥日最高気温）

4 期間を選ぶ（⑦期間を選ぶ → ⑧工期を入力）

④

※選択した気温が「日最高気温」となっているか確認

⑤

⑥

※選択した「工期」となっているか確認

⑦

⑧
⑧プルダウンメニューから期間を選択

※工期が6月7日～9月10日の場合

気温で計測（方法①）



6 画面に表示（⑨画面に表示）※画面で確認する場合

⑨

※スクロールバーを移動し、指定した期間

の観測データとなっているか確認

気温で計測（方法①）



7 CSVファイルの出力（⑩CVSファイルをダウンロード）

又は

※6の「期間を選ぶ」の画面から「CSVファイルをダウンロード」を選択し、

ファイルを保存する。

⑩

⑩

1 上記で確認、出力した結果を取りまとめ、監督員へ提出してください。

2 報告内容は①工事名、②工事場所、③工期、④使用観測データ、⑤観測データ（算出根拠）、

⑥工事中止期間等の分かる資料

3 様式は任意様式とする。

気温で計測（方法①）

※6の「期間を選ぶ」→「画面に表示」から

「CSVファイルをダウンロード」を選択し、

ファイルを保存する。



①気温で計測（方法②）

1 気象庁HPの各種データ・資料＞「過去の気象データ・ダウンロード」へ

ULR： http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/select/prefecture00.php

2 都府県・地方の選択（①富山県）

3 地点の選択（②富山、秋ケ島、八尾から）

①

気温で計測（方法②）

※選択した地点が「施工現場の最寄り地点」か確認

②



4 年月日の選択、データの種類の選択（③年 → ④月 → ⑤日ごとの値）

※選択した地点が

「施工現場の最寄り地点」か確

※データを出力する場合は、気温の計測（方法①）で出力してください。（方法②は閲覧のみ

の場合）

※他の月を確認する場合は③「年月日の

選択」へ戻る

③
④

⑤

③、④「工期」をクリック

※工期が6月7日～9月10日の場合

気温で計測（方法②）



②暑さ指数（WBGT）で計測

1 環境省HPの熱中症予防情報サイトへ

URL： http://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php

2 地点を選択（①地方［北陸地方］ → ②都府県［富山県］ → ③該当の「地点」を選択）

① ② ③

1 上記で確認、出力した結果を取りまとめ、監督員へ提出してください。

2 報告内容は①工事名、②工事場所、③工期、④使用観測データ、⑤観測データ（算出根拠）、

⑥工事中止期間等の分かる資料

3 様式は任意様式とする。

④工期が含まれる月をクリック

※工期が6月7日～9月10日の場

暑さ指数で計測



令和〇年〇月〇日
〇〇課

番号 Ｑ．質問 Ａ．回答 備考

1
熱中症対策の現場管理費補正において、対
策実施状況を確認しなくても良いのか。

日報や現場確認等において対策実施の有無
を確認してください。

2
夜間工事で、時間帯の一部で日中も重なっ
ているのだが、真夏日はどのように判断すれ
ばよいでしょうか。

夜間工事が工事の大半を占める場合は、作業
時間帯における真夏日で判断してください。

3

積算方法等について、
真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期とあ
るが、具体的には、どの期間を想定している
のか。

「工期期間中の真夏日」では、契約工期の始
期から真夏日の計測結果を提出する工事打合
せ簿の日付けまでを想定しております。
「工期」とは、契約工期の始期から終期までを
基本としますが、完成届の提出日と契約工期
の乖離が大きい場合等、これによらない場合
は、受発注者間協議のうえ、終期を設定するこ
とも可能です。

4
熱中症対策補正の特記仕様書への記載は、
冬期に施工する工事についても記載する必
要があるか。

真夏日が工期期間中に明らかに含まれないと
想定される場合は、熱中症対策補正の特記仕
様書への記載をしなくても問題ありません。

5 対象工事とは何か。

国土交通省（土木）、農林水産省、厚生労働省
所管の主たる工種が屋外作業である工事を対
象とする。ただし、工場製作工を含む工事は当
該期間を工期から除くものとする。

6
「現場環境改善費（避暑（熱中症防止）・防寒
対策）」と「本補正」の違いは何か。

対象となる項目が異なります。
○熱中症対策に資する現場管理費補正の試
行
 作業員個人に対する熱中症対策費用（塩
飴、経口保水液等効果的な飲料水等）
○現場環境改善費（避暑（熱中症防止）・防寒
対策）
 現場の施設や設備に対する熱中症対策費
用（日よけテント、遮光ネット等）

「熱中症対策に資する現場管理費補正」の運用について　Ｑ＆Ａ

（ ６ ） Ｑ ＆ Ａ


